
函館市乳児等のための支援給付費支給要綱  

  

 （趣旨）  

第１条 この要綱は，子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号。 

以下「法」という。 ）第３０条の１２に規定する乳児等のための支援 

給付事業に関し，必要な事項を定めるものとする。  

 （乳児等支援給付費支給の手続き）  

 第２条 市長は，法第３０条の１５第３項に規定する乳児等支援給付認 

定に係る保護者（以下「保護者」という。）が，法第３０条の第２０

第１項に規定する特定乳児等通園支援事業者から同項に規定する特定

乳児等通園支援を受けたときは，次項に定めた手続きにより，特定乳

児等通園支援に要する費用の額の算定に関する基準（令和８年こども

家庭庁告示第８号）に基づき算定した乳児等支援給付費の額を，法第

３０条の２０第５項の規定に基づき，同項に規定する特定子ども・子

育て支援提供者（以下「提供者」という。 ）に支給するものとする。 

２  提供者は，一月毎に別記第 1 号様式の請求書に別記第２号様式およ

び第３号様式の月報を添付し，市長に提出するものとする。 

３ 市長は，前項に基づく請求を別に定める日までに受けたときは，内

容を確認し，適当と認められる場合は，請求のあった日から３０日以

内に提供者に対して支給するものとする。  

（乳児等支援給付費の返還）  

第３条  保護者が，法第３０条の１８第１項の規定に基づく乳児等支援 

給付認定の取消しがあった場合において，すでに乳児等支援給付費の 

支給を受けていたとき，または, 保護者もしくは提供者が偽りその他 

不正な手段により乳児等支援給付費の支給を受けたことが判明したと 

きは，支給を受けた乳児等支援給付費の全部または一部を返還しなけ 

ればならない。  

  （補則）  

第４条  この要綱に定めるもののほか必要な事項は，別に定める。  

      附 則  

この要綱は，令和８年４月１日から施行する。 
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様式第３号（第２条第２項関係） 

月報（児童別実績）
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